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１ 計画の基本的事項  

 

 「障害福祉計画」は、平成１８年４月に障害者自立支援法が施行されたことに伴い、

策定が義務付けられました。  

 

この計画は、国の基本指針に即して、本町の障害福祉サービス、相談支援及び地域生

活支援事業等の必要な見込み量と確保策を定める計画です。本町では、平成６年度に「玉

村町障害福祉計画（平成６年度～平成１２年度）」、平成１４年度に「第２次玉村町障

害者福祉計画（平成１５年度～平成１９年度）」、平成２０年度に「第３次玉村町障害

福祉計画（平成２１年度～平成２５年度）、第２期玉村町障害福祉計画（平成２１年～

平成２３年度）」を策定し障害福祉サービス等を推進する仕組みづくりに取り組んで来

ました。 

第３期障害福祉計画は、障害者自立支援法施行６年経過にともなう抜本的な制度の見

直しや、国で検討中の障害者総合福祉法（仮称）を見据えながら、平成2６年度の目標

に至る中間段階として位置づけられる第２期計画の実施状況を踏まえて平成２４年度か

ら平成２６年度までを期間とし策定します。 

 

 

２ 計画の基本理念  

 

全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえの

ない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障がいの有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会の実現を目指します。  

 

この計画は、障害者自立支援法第８８条に基づき、国の定める基本方針に即して作成

しています。また、障がい者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏ま

え、次に掲げる「基本的考え方」に基づいて、本町におけるサービス提供体制の計画的

な整備を図ろうとするものです。  

 

【基本的考え方】  

 

１ 障がい者の自己決定と自己選択を支援し、本人の意思を尊重  

２ 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備  

３ 全ての障がい者が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その 

尊厳にふさわしい生活を保障される地域社会の実現 
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３ 障害者自立支援法に基づくサービス事業体系 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

サービスの給付体系については、介護給付、訓練等給付、自立支援医療からなる「自

立支援給付」、そして、地域での生活を支えるために、地域の実情に応じて実施される

「地域生活支援事業」となっています。 

 

 

 

 

 

 

○居宅介護 

○重度訪問介護 

○同行援護 

○行動援護 

○重度障害者等包括支援 

○療養介護 

○短期入所 

○生活介護 

○自立訓練 

○就労移行支援 

○就労継続支援 

○共同生活援助      

○更生医療 

○育成医療 

○精神通院公費     

自立支援給付  
第２８条第１項 

第２８条第２項 

第６条 

第７７条第１項 

介護給付  

第５条第１８項 訓練等給付  

自立支援医療  

補装具  

支援 

玉村町 

○相談支援事業 

○コミュニケーション支援事業 

○移動支援事業 

○地域活動支援センター機能強化事業 

○その他の事業 

・ 日常生活用具の給付等事業 

第５条第１９項 

群馬県 

第７８条 ・広域支援    ・人材育成  等  

障害児・者 

地域生活支援事業 

 
障がい者・児 
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４ 平成２６年度の目標値の設定  

 

（１） 入所施設の入所者の地域生活への移行  

国の指針に基づく考え方は、「平成 17 年 10 月 1 日を基準時点、平成 26 年度末

を終了時点として、3 割以上が地域移行、1 割以上入所者数の削減を基本として、第

1 期、第 2 期計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当」としていま

す。本町においては、平成 18 年度から 22 年度の５年間で４人減少しています。本計

画期間においては、地域移行者７人を目指し、相談支援機能の強化を図るとともに、グ

ループホームやケアホームのサービス基盤の充実を進めていきます。 

 

項 目 数 値 考 え 方 

入所者数（A） ３６人 平成 17 年 10 月 1 日の数値です 

平成 26 年度入所者数（B） ３４人 平成 26 年度末時点の利用人員を見込んでい

ます 

【目標値】削減見込（A－B） ２人 

（5.6％） 

差引減.見込数 

【目標値】地域生活移行者数 ７人 施設入所からＧＨ・ＣＨ等へ移行した者の数 

 

（２） 福祉施設利用者の一般就労への移行  

第２期計画においては、福祉施設から一般就労への移行の目標を年間２人としていた

中で、平成 22 年度においては４人が移行しています。国の指針では、「平成 17 年度

の移行実績の 4 倍以上を基本に、第 1 期、第 2 期計画の実績や地域の実情を踏まえ

て設定することが適当」としています。本町においては、過去の実績等を踏まえ、目標

値（３人）とします。福祉施設から一般就労への移行に向けて、ハローワーク、障害者

就業・生活支援センター、福祉施設等関係機関との連携を強化し、目標達成に向けた支

援を行っていきます。 

 

また、地域自立支援協議会では、就労支援部会の設置を検討し、関係機関との連携の

みならず、一般就労に向けた地域全体での支援体制の充実を図っています。 

 

項 目 数 値 考 え 方 

平成１７年度の一般就労移行者数 ２人 1 年間に福祉施設から一般就労に

移行した人の実績  

※平成 23 年度は 1２月末現在 

現 在 の 年 間 一 般 就

労移行者数 

平成２１年度  ４人 

平成２２年度 ４人 

平成２３年度 ４人 

【目標値】  

平成 26 年度の年間一般就労移行者数 

３人 

(1.5 倍) 

平成 26 年度において福祉施設を

退所し、一般就労する者の見込数  
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（３） 就労移行支援事業の利用者数  

平成２６年度末における福祉施設の利用者のうち、２割以上の者が就労移行支援事業

を利用することを基本とする国の指針が示されていますが、これまでの実績及び地域の

実情を踏まえて下記のとおり目標値を設定します。  

 

※福祉施設とは生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、

就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）をいいます。 

項 目 数 値 考 え 方 

平成 26 年度末の福祉施設利

用者数（見込み） 

１０８人 平成 26 年度末において福祉施設

を利用する者の見込み数  

【目標値】  

平成 26 年度の就労移行支援 

事業の利用者数  

８人 

（７．４％） 

平成 26 年度末において就労移行

支援事業を利用する者の見込み数  

 

（４） 就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合  

平成２６年度末において、就労継続支援事業の利用者のうち、３割は就労継続支援（Ａ

型）事業を利用することを基本とする国の指針が示されていますが、これまでの実績及

び地域の実情を踏まえて下記のとおり目標値を設定します。  

 

項 目 数 値 考 え 方 

平成 26 年度末の就労継続支援（Ａ型）

事業の利用者数（見込み）（Ａ） 

１人 平成 26 年度末において就労継

続支援（Ａ型）事業を利用する

者の見込み数 

平成 26 年度末の就労継続支援（Ｂ型）

事業の利用者数（見込み）  

３２人 平成 26 年度末において就労継

続支援（Ｂ型）事業を利用する

者の見込み数 

平成 26 年度末の就労継続支援（Ａ型＋

Ｂ型）事業の利用者数（見込み）（Ｂ） 

３３人 

 

平成 26 年度末において就労継

続支援（Ａ型+Ｂ型）事業を利用

する者の見込み数  

【目標値】  

平成 26 年度の就労継続支援（Ａ型）事

業の利用者の割合（Ａ）/（Ｂ） 

３.０％ 平成 26 年度末において就労継

続支援事業を利用する者のう

ち、就労継続支援（Ａ型）事業

を利用する者の見込み割合  

 

（５） 退院可能な精神障がい者の地域生活への移行 

第２期計画において、精神障がい者のうち、受入れ条件が整えば退院可能な方につい

ての数値目標を設定しましたが、第３期計画においては、都道府県が設定することにな

りました。そのため、群馬県と連携を図りながら、地域生活への移行を支援します。 
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【見込量の単位について】 

サービス見込み量は、サービスごとの各年度末における 1 か月当たりの総量を見

込んだものであり、単位の考え方は次のとおりです。 

「人/月」  月間の実利用者数 

「時間/月」 月間の延べサービス提供時間 

「人日/月」 「月間の実利用者数」×「1 人 1 か月当たりの平均利用日数」で

算出される延べサービス量 

（例えば 10 人が 1 か月に平均して 20 日利用する場合、200 人日/月となります。） 

５ 障害福祉サービスの必要な量の見込み及びその確保のための方策  

 

障がい者が希望する暮らしの実現や、その意欲や能力に応じた活動を保障するために、

障害福祉サービスの種類ごとに必要な見込量を設定するとともに、その必要量の確保に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 訪問系サービス  

 

① 必要な量の見込み 

居宅介護、行動援護などの訪問系サービスについては、障がい者の地域での自立した

生活を支えるうえで必要不可欠なサービスであり、障がい者一人ひとりのニーズに応じ

たサービス量の確保を図ることが求められます。また、これらのサービスは、家族と共

に暮らし続けたいと願う障がい者にとっては、家族の機能を補完する本人支援のサービ

スであり、多様な暮らし方を保障するためにも重要なサービスと考えられます。  

利用実績から、地域生活への移行が進むにつれて利用の増加が予測できます。なお、

重度障害者等包括支援は、第２期においても利用実績がなかったため、利用量は見込ま

ないこととしました。ただし、サービスの利用を制限するものではありません。 

また、平成２３年１０月より同行援護が新たなサービスに加わりましたので、平成２

４年度以降の見込み量を計画しました。 

 

（第 2 期計画と平成 23 年度までの利用実績）  

サービスの名称 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

訪問系サービス（居宅

介護、重度訪問介護、

行動援護） 

時間／月 
計画 １，１０２ １，１８５ １，３２４ 

実績 １，２３３ １，３１４ １，５５９ 

※平成 21、22 年度は 3 月利用実績。平成 23 年度は９月の利用実績。 

 

 

 



6 

（平成 26 年度までのサービス量の見込み） 

サービスの名称 平成 2４年度 平成 2５年度 平成 2６年度 

居宅介護 
実利用者数 人／月 ３８ ３９ ４１ 

サービス量 時間／月 ９００ ９５０ ９９０ 

重度訪問介護 
実利用者数 人／月 ４ ４ ４ 

サービス量 時間／月 ７４０ ７６０ ７８０ 

行動援護 
実利用者数 人／月 ０ １ １ 

サービス量 時間／月 ０ １０ ２０ 

同行援護 
実利用者数 人／月 ３ ３ ４ 

サービス量 時間／月 ７０ ７０ ９０ 

訪問系サービ

ス合計 

実利用者数 人／月 ４５ ４７ ５０ 

サービス量 時間／月 １，７１０ １，７９０ １，８８０ 

 

② 見込量確保のための方策  

相談支援事業の有効活用を促進し、サービス提供事業者との連携を図りながら、利用

者のニーズに応じたサービス提供をめざします。また、新たに加わった同行援護サービ

スを提供できる事業所の確保も目指します。  

同時に、訪問系サービスについては今後も増加が見込まれるので、利用量を確保する

ために、ヘルパー等の担い手の育成を事業者に働きかけます。  

 

（２） 短期入所  

 

① 必要な量の見込み  

居宅で介護をする人の疾病その他の理由により、障がい者が一時的に介護を受けるこ

とが困難になったとき、短期間、施設等で入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行いま

す。 

 介護をする人の休息、緊急的な利用を想定しており、第２期の実績をもとに見込みま

した。 

 

（第 2 期計画と平成 23 年度までの利用実績）  

サービスの名称 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

短期入所 人日／月 
計画 １２ １６ １６ 

実績 １６ ９ ７ 

※平成 21、22 年度は 3 月利用実績。平成 23 年度は 9 月の利用実績。 

 

（平成 26 年度までのサービス量の見込み）  

サービスの名称 平成 2４年度 平成 2５年度 平成 2６年度 

短期入所 
実利用者数 人／月 ４ ５ ６ 

サービス量 人日／月 １６ ２０ ２４ 
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②  見込量確保のための方策  

緊急時のニーズが高いサービスと考えられます。町内に実施可能な施設はなく、緊急

時のニーズに対応できるようサービス提供事業者との連携を強化し、安定したサービス

提供体制を整えます。 

  

（３） 日中活動系サービス  

 

① 必要な量の見込み  

日中活動系サービスとは、主に日中において通所等により必要な介護や訓練、支援等

を提供するサービスをいいます。平成 24 年 3 月 31 日を期限に、旧体系サービスは新

体系サービスへと移行されます。 

また、児童デイサービスは平成２４年度から児童福祉法の児童発達支援事業及び放課

後等デイサービスに制度が改正されることから、平成２４年度以降の見込みを行いませ

んでした。 

 

（第 2 期計画と平成 23 年度までの利用実績）  

サービスの名称 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

生活介護 人日／月 
計画 ５６０ ６８０ １，１６０ 

実績 ５０５ ５８０ １，１１３ 

自立訓練  

（機能訓練）  
人日／月 

計画 ２２ ２２ ２２ 

実績 ０ ０ ０ 

自立訓練  

（生活訓練） 
人日／月 

計画 ４４ ６６ ８８ 

実績 ０ ０ ０ 

就労移行支援 人日／月 
計画 ２４２ ２４２ ３０８ 

実績 １５１ １０７ １１１ 

就労継続支援  

（Ａ型） 
人日／月 

計画 ０ ０ １ 

実績 ０ ０ ０ 

就労継続支援 

（Ｂ型） 
人日／月 

計画 ３６０ ５６０ ６４０ 

実績 ４４１ ３２９ ４４０ 

児童デイサービス 人日／月 
計画 ４５ ４５ ４５ 

実績 ２８ １７９ ２４８ 

療養介護 人／月 
計画 ０ ０ １ 

実績 ０ ０ ０ 

※平成 21、22 年度は 3 月利用実績。平成 23 年度は 9 月の利用実績。 
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 （平成 26 年度までのサービス量の見込み）  

サービスの名称 平成 2４年度 平成 2５年度 平成 2６年度 

生活介護 
実利用者数 人／月 ６１ ６３ ６５ 

サービス量 人日／月 １，２２０ １，２６０ １，３００ 

自立訓練  

（機能訓練）  

実利用者数 人／月 １ １ １ 

サービス量 人日／月 ２０ ２０ ２０ 

自立訓練  

（生活訓練） 

実利用者数 人／月 ０ １ １ 

サービス量 人日／月 ０ ２０ ２０ 

就労移行支援 
実利用者数 人／月 ７ ８ ８ 

サービス量 人日／月 １４０ １６０ １６０ 

就労継続支援 

（Ａ型） 

実利用者数 人／月 ０ ０ １ 

サービス量 人日／月 ０ ０ ２０ 

就労継続支援

（Ｂ型） 

実利用者数 人／月 ２８ ３０ ３２ 

サービス量 人日／月 ５６０ ６００ ６４０ 

療養介護 実利用者数 人／月 ２ ２ ２ 

 

② 見込量確保のための方策 

日中活動系のサービス利用については、利用者の状況に応じて居住系サービスと組み

合わせて必要なサービスを選択することができるようになり、多様なサービス需要への

対応が必要となります。町内の２施設での利用者数が大幅に増加しており、町内在住で

も施設がいっぱいで利用するのが難しい状況にあります。そのため、町内においてサー

ビス量の確保が困難なサービスにあっては、広域的な連携のもと利用者のニーズに適し

たサービス提供をめざし又、日中活動サービスは、障がい者の日中の居場所を確保する

事業であり、自立した地域生活を送るためには欠くことのできない事業です。玉村町の

障害福祉政策においても重要な柱となる事業と考えており、町内へ日中活動系の事業所

の設置を目指します。 

 

（４） 居住系サービス  

 

① 必要な量の見込み  

居住系サービスとは、主に夜間において、施設や共同生活を行う住居で、必要な援助

を提供するサービスをいいます。平日の日中は、利用者は通勤や日中活動系サービスな

どを利用しています。 

このサービスは障がい者の自立、地域移行を支えるために欠かすことのできない基盤

整備です。 
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（第 2 期計画と平成 23 年度までの利用実績）  

サービスの名称 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

共同生活援助 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

共同生活介護 

（ｹｱﾎｰﾑ） 

人／月 

計画 １５ １７ ２０ 

実績 １６ １７ １７ 

施設入所支援 人／月 
計画 ６ １１ ３５ 

実績 ６ ９ ３１ 

宿泊型自立訓練 人／月 
計画 ０ ０ １ 

実績 ０ ０ ０ 

※平成 21、22 年度は 3 月利用実績。平成 23 年度は 9 月利用実績。  

 

（平成 26 年度までのサービス量の見込み）  

サービスの名称 平成 2４年度 平成 2５年度 平成 2６年度 

共同生活援助  

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 
実利用者数 人／月 １０ １１ １１ 

共同生活介護  

（ｹｱﾎｰﾑ）  
実利用者数 人／月 ８ ８ ９ 

施設入所支援 実利用者数 人／月 ３２ ３３ ３４ 

宿泊型自立訓練 実利用者数 人／月 １ １ １ 

 

② 見込量確保のための方策  

施設入所者や退院可能精神障がい者の地域移行の受け皿として、さらには保護者の高

齢化による家族介護力の低下などを背景に、共同生活介護（ケアホーム）や共同生活援

助（グループホーム）は、今後も重要な役割を担うサービスであります。玉村町では共

同生活援助事業所がなく、共同生活介護事業所１カ所と事業所が不足しており、広域で

の調整を図りながら早期に町内に設置することが重要となります。  

 

また、地域で自立した生活を送ることが困難な人が安心して暮らせるように、必要な

入所施設の支援に努めます。  
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６ 地域生活支援事業の実施に関する事項  

 

地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が主体となって、地域の実情や利用者の状

況等に応じて柔軟に実施する事業ですが、生活上の相談、手話通訳者等の派遣、日常生

活用具の給付など、とくに日常生活に欠かせないサービスは「必須事業」として必ず実

施することとされています。さらに、市町村や都道府県が自主的に取り組む「その他事

業」を組み合わせることによって、効果的なサービスを提供するものです。  

 

なお、地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施が可能な

ことから、本計画を推進していく中で生じる新たなニーズや課題に即応した事業や実施

体制を随時検討していきます。  

 

（１） 必要な量の見込み  

 

（平成 23 年度までの利用実績）  

サービスの名称 平成 2１年度 平成 2２年度 平成 2３年度 

相談支援

事業 

相談支援事業 か所 １ １ １ 

地域自立支援協議会  実施 実施 実施 

コミュニケ

ーション支

援事業  

手話通訳者設置事業  実施 実施 実施 

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 

件／年 
３５ ４７ ４１ 

日常生活用具給付等事業 件／年 ４６４ ４２５ ４８０ 

移動支援事業 
人／月 １７ ２１ ２４ 

時間／月 ２１１ ２２０ ２２０ 

地域活動支援セ

ンター事業 

町内実利用者 人／月 ８ ９ １０ 

町外実利用者 人／月 ４ ６ ７ 

日中一時

支援事業

（実利用

者数） 

日帰りショート事業 人／月 ３ ２ ３ 

心 身 障 害 児 集 団 活

動・訓練等事業 
人／月 １５ ０ ０ 

登録介護者事業 人／月 ２ １ ２ 

ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ事業 人／月 １８ １１ ８ 

訪問入浴サービス事業 人／月 ３ ３ ３ 

知的障害者職親委託事業 人／年 ０ ０ ０ 

点字・声の広報等発行事業  実施 実施 実施 

自動車改造費補助事業 人／年 １ ２ １ 

※平成 21、22 年度は利用実績。平成 23 年度は９月の利用実績及び年間の見込み値  
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（平成 26 年度までのサービス量の見込み）  

サービスの名称 平成 2４年度 平成 2５年度 平成 2６年度 

相談支援

事業 

相談支援事業 か所 ２ ２ ３ 

基幹相談支援センタ

ーの設置 
 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業  実施 実施 実施 

地域自立支援協議会  実施 実施 実施 

成年後見制度利用支援事業  実施 実施 実施 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ 支 援 事

業  

手話通訳者設置事業 設置人数 １ １ １ 

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 
件／年 ４５ ４６ ４７ 

日 常

生 活

用 具

給 付

等 事

業 

合 計 件／年 ５００ ５２０ ５４０ 

介護・訓練支援用具 件／年 １ ２ ２ 

自立生活支援用具 件／年 ３ ３ ３ 

在宅療養等支援用具 件／年 ３ ４ ５ 

情報・意思疎通支援用具 件／年 ２ ２ ３ 

排泄管理支援用具 件／年 ４８９ ５０７ ５２４ 

居宅生活活動補助用具 件／年 ２ ２ ３ 

移動支援事業 
人／月 ２７ ２９ ３１ 

時間／月 ２３０ ２４５ ２６０ 

地域活動支援セン

ター事業 

町内利用者 人／月 １０ １０ １０ 

町外利用者 人／月 ７ ７ ８ 

日中一時

支援事業 

日帰りショート事業 人／月 ４ ４ ５ 

登録介護者事業 人／月 ２ ２ ２ 

ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ事業 人／月 ８ ８ ８ 

訪問入浴サービス事業 人／月 ２ ２ ３ 

知的障害者職親委託事業 人／年 ０ ０ １ 

点字・声の広報等発行事業  実施 実施 実施 

自動車改造費補助事業 人／年 １ １ １ 
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（２） 事業の種類ごとの実施に関する考え方  

 

① 相談支援事業（必須事業）  

 

障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な

情報提供及び助言などを行います。平成２４年４月より相談支援体制の見直しが行われ、

支援体制の強化が図られます。具体的には、以下の３つ内容で構成されます。  

 

１ 一般的な相談支援  

 

従来の相談支援事業であり、障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者

等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援

等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及び早期発見のための関係機関との連絡調

整その他の障がい者等の権利擁護のための必要な相談支援事業を行います。  

また、地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務（身体障がい、知的障がい、

精神障がい）を実施する基幹相談支援センターを設置し、成年後見制度利用支援事業を

行います。 

 

２ 計画相談支援  

 

障がい者（児）の自立した生活を支え、障がい者（児）の抱える課題の解決や適切な

サービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行います。 

具体的には、サービス利用計画・障害児支援利用計画等を作成し、厚生労働省令で定

める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直し（モニタリング）を

行います。 

 

３ 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

 

・地域移行支援 

 

障害者支援施設等に入所している障がい者や精神科病院に入院している精神障がい

者に住所の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談を行いま

す。  

 

・地域定着支援 

 

居宅において単身や同居の家族による支援を受けられない人等に対し、常時の連絡体

制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与し

ます。 
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計画相談支援と地域相談支援に関して、現状から利用人数を推計し、それぞれ利用人

数を見込みました。  

 

種 類 平成 2４年度 平成 2５年度 平成 2６年度 

計画相談支援 
実利用者数 人/月 ５ １２ ２０ 

実利用者数 人/年 ５８ １４５ ２３２ 

地域移行支援 実利用者数 人/月 １ ２ ２ 

地域定着支援 実利用者数 人/月 ０ ０ １ 

 

② コミュニケーション支援事業（必須事業）  

 

聴覚、音声言語機能、視覚その他の障がいのために意思疎通を図ることに支障がある

障がい者等の意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者の配置、手話通訳者及び要約筆

記者を派遣する事業を行います。 

本町においては、コミュニケーションプラザに手話通訳者、要約筆記者の派遣を委託

し、事業を実施していますが、今後も利用件数の増加が見込まれることから、平成２６

年度の計画値を４７件／年に定めました。  

 

③ 日常生活用具給付事業（必須事業）  

 

重度障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、

日常生活の便宜を図ります。  

この事業の需要は、ストマ用装具などの排せつ管理支援用具が日常生活用具として取

扱いになったことから大幅に増加し、今後もさらに増加が見込まれることから、平成２

６年度の計画値を５４０件／年に定めます。  

 

④ 移動支援事業（必須事業）  

 

屋外での移動が困難な障がい者に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動

等社会参加のための外出が円滑にできるよう、移動を支援するものです。  

この事業は社会参加の増加に伴い、利用者数及びサービス提供量が増加していること

から、障がい者の社会参加や自己実現を支える重要なサービスとして、引き続き支援を

継続していきます。 

 

移動支援事業の情報提供の充実やサービス提供を行う事業者を確保するなど、より利

用しやすい制度としていきます。 
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⑤ 地域活動支援センタ－事業（必須事業）  

 

障がい者に地域での実情に応じた創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行う

ものです。 

 

地域活動支援センター事業は、さまざまな日中活動の場を求める障がい者等にとって、

社会参加のきっかけとなる事業でもあり、柔軟なサービス提供によって多様なニーズに

対応することが可能なことから、障害福祉サービスと効果的に組み合わせることにより、

障がい者等の日中活動における支援の全体的な体系の構築を図ります。 

 

今後は事業所等と連携し、人材の確保等提供体制の整備や情報提供等の支援を行い、

サービスの充実を図ります。 

 

⑥ その他の事業（任意事業） 

 

本町では、その他任意事業として、障がい者等の日中における活動の場を確保し、そ

の家族の就労支援や一時的な休息を目的とする「日中一時支援事業」、在宅での入浴が困

難な人への支援として「訪問入浴事業」、点字の広報を発行する「点字・声の広報等発行

事業」、知的障がいのある人の自立更生を図るため、更生援護に熱意がある事業経営者等

に職親として一定期間預け、生活指導及び技能習得訓練等を行う「知的障害者職親委託

事業」及び障がい者等の社会参加を促進する社会参加促進事業の「自動車運転免許取得・

改造助成事業」を今後も実施していきます。 

 

（３） 地域生活支援事業の見込量確保のための方策 

 

障がい者が、地域で自立した日常生活を送ることや生きがいを感じながら生活してい

くには、国が実施しているサービスだけでは限界があります。それを補うためにも、市

町村事業である地域生活支援事業を充実していかなければなりません。しかしながら、

移動支援などのサービス提供事業者が少ない、日中一時支援事業が不足しているといっ

た課題は未だ解消されていません。こらからも社会のニーズに合った事業所を増やして

いくことが重要であります。また、現在サービス提供をしているすべての事業所におい

て支援の担い手であるヘルパー不足が深刻な状況です。町内に１つでも事業所が増えて

いくよう国県などへ人材不足解消の働きかけや、地域の事業所への支援を行います。 

 

また、サービスの提供が行き届いていれば、障がい者すべてが地域にとけ込むという

ものではありません。実現するには地域の人たちの理解と協力が必要となってきます。 
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７ 地域自立支援協議会について 

 

（１）地域自立支援協議会の役割 

 

地域自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明ら

かになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着

実に進めていく役割を担っています。 

 

また、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための

体制や、地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、保健セン

ター、精神科病院、入所施設、保健福祉事務所や地域の障害福祉サービス事業所等によ

る地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの利用の組み合わせによる施設

入所者の状況を踏まえた地域社会資源の開発等の役割を担っています。  

 

（２）専門部会の設置 

 

地域自立支援協議会は、障害者自立支援法の一部改正や障害者虐待防止法を踏まえ、

以下の役割の強化が必要です。 

 ① サービス等利用計画の質の向上を図る役割 

 ② 地域移行のネットワークや資源開発の役割 

 ③ 地域における障がい者虐待防止等のためのネットワークの役割 

これらの役割を担うため地域の実情に応じた専門部会の設置を目指します。 

 

（３）虐待防止への取り組み  

 

障害者虐待防止法の成立をふまえ、地域における障がい者虐待防止等のためのネット

ワークの強化がさらに必要となります。障がい者等に対する虐待の未然の防止はもとよ

り、虐待が発生した場合、迅速かつ適切な対応や、再発の防止等に取り組みます。 
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８ 計画推進のために 

 

（１）推進体制の確立 

 

地域自立支援協議会を核として、サービス提供事業者、関係機関、各団体等との連携

のもと、計画の具体化に向けた協議を行うなど、協働して計画の推進に努めます。  

 

（２）障害福祉サービスや障害福祉計画に関する情報の提供 

 

必要とする障害福祉サービスを誰もが適切に利用できるよう、サービス内容や利用手

続き等の情報提供に努めます。また、障害福祉計画の周知を図り、策定または変更する

場合には、できる限り住民の意見を反映するよう努めます。 

 

（３）地域での障がい者理解を深めるための啓発と地域の力の活用 

 

地域の住民や企業に対して、障がいに関する正しい知識の普及啓発に努め、障がい者

理解の促進を図るとともに、共に生きる社会の実現を目指して地域の力を活用します。  

 

（４）サービスの質の確保 

 

市町村の事業である地域生活支援事業の実施にあたっては、町と契約を締結した事業

者がサービス提供者となりますが、苦情処理体制を整備するなど、質の確保を図ること

により、制度の円滑な運営につなげます。 

 

また、県の指定を受けた事業者についても、群馬県との連携を図り、質の確保に努め

ます。  

 

（５）計画達成状況の点検及び評価 

 

年度ごとに計画の達成状況を点検・把握し、評価を行い、結果に基づいて必要な対策

を実施します。 
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